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○東秩父村中小企業資金借入利子補給要綱 

平成７年３月28日 

要綱第１号 

改正　平成10年４月１日要綱第３号 

(目的) 

第１条　この要綱は、東秩父村及び東秩父村商工会の指導育成する中小企業者が経営の

ために必要な資金として国民金融公庫資金又は、国民金融公庫が受託する環境衛生金

融公庫資金及び商工会が斡旋する経営のための融資で村長の承認を得た資金を借入

れた場合、村が利子補給を行い、もって中小企業者の健全な発展に資することを目的

とする。 

(利子補給の対象) 

第２条　利子補給の対象となる者は、東秩父村に住所若しくは事業所を有し、かつ東秩

父村商工会を通じ前条に規定する資金を借入れた場合で次の各号の要件を備えてい

る者とする。 

(１)　中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第１条に規定する業種を営

んでいること。 

(２)　村民税を完納していること。 

(利子補給率及び利子補給限度額) 

第３条　利子補給率は、借入金に対する年間支払利子額の15％以内とする。 

２　前項の定めるところにより、算出した利子補給額の最高限度額は、１世帯又は１事

業主10万円とする。 

(利子補給期間) 

第４条　利子補給期間は、貸付日から５年以内とする。 

(利子補給金の額) 

第５条　第２条により交付する利子補給金の額は、暦年における貸付金毎の延滞利子を

除いた支払利子額に第３条に規定する利子補給率を乗じた額とする。ただし、利子補

給金の額は100円未満を切り捨てる。 

(利子補給金の交付申請及び交付) 

第６条　利子補給金を受けようとする者は、別に定める利子補給交付申請依頼書に、借
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入金利子支払証明書を添付して商工会長に提出する。 

２　商工会長は、翌年２月15日までに、利子補給交付申請書に利子補給交付申請依頼書

及び総括表を添付して村長に請求する。 

３　村長は、前２項の申請を適当と認めた時は速やかに商工会長に当該利子補給金を交

付し、商工会長は、当該者に利子補給金の交付を完了させるものとする。 

(利子補給金の取消し又は返還等) 

第７条　村長は、利子補給金の交付を受けた者が不正行為による場合は、当該補給金の

取消し又は全額若しくは一部の返還を命ずることができる。 

附　則 

１　この要綱は、平成７年４月１日より施行する。 

２　第２条の取り扱いについては、平成７年４月１日以降の借入れた資金から適用する。 

附　則(平成10年４月１日要綱第３号) 

１　この要綱は、平成10年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２　この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の第４条の規定の適用を受けてい

る者は、この要綱による改正後の同条の適用を受けたものとみなす。 


